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阪南水道事業（令和８年度からの料金改定を予定） 

 

料金改定案の検討 

○ 現在、大阪広域水道企業団経営・事業等評価委員会に、有識者（３名）及び使用者

代表（２名）で構成される専門部会「阪南水道事業料金検討部会（以下「阪南部会」

という。）を設置し、料金改定案について検討している。 

 

料金改定に係る阪南市との調整 

○ 阪南市とも調整のうえ検討を進めるとともに、使用者へ企業団ウェブページや市広

報誌等の活用により周知している。 

 

阪南部会の開催状況及び今後のスケジュール（予定） 

令和７年３月 第１回阪南部会 
・現状分析 

・水道料金の全国的な動向 等 

 

５月 

 

第２回阪南部会 

・収入の見通し（水需要等） 

・支出の見通し（施設整備計画

（投資計画）等） 

・財政収支の見通し（現行料金） 

・必要な料金収入の検討   等   

６月 第３回阪南部会 

・施設整備計画（投資計画） 

・必要な料金収入の検討 

・料金体系の説明         等 

７～８月 阪南部会  

９月 料金改定（案）策定  

10月 
経営・事業等評価委員会 ・料金改定（案）意見具申 

首長会議 ・料金改定（案）審議 

11月 企業団議会 11 月定例会 ・条例改正 

令和８年４月～ 料金改定  

 

  

水道事業の料金改定案の検討について（阪南水道事業・千早赤阪水道事業） 

令和７年７月議員全員協議会 

資料２ 
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千早赤阪水道事業（令和９年度からの料金改定を予定） 

 

千早赤阪水道事業の状況 

○ 令和４年度に料金算定期間を令和４年度から令和８年度までの５年間として、料金

改定を実施 

 

○ 令和６年度決算を踏まえた状況では、令和９年度以降、単年度損益が赤字となり

事業運営に必要な資金を確保できなくなる見通し 

 

○ 水道施設の適切な維持管理及び計画的な更新・耐震化に必要な財源を確保する

ためにも料金改定が必要な状況 

 

 料金改定案の検討 

○ 大阪広域水道企業団経営・事業等評価委員会に、有識者及び使用者代表で構成

される専門部会を設置し、料金改定案について検討 

 

今後のスケジュール（予定） 

令和７年10月 専門部会の設置  

11月 

～令和８年８月 
専門部会 ５回程度開催予定 

令和８年９月 料金改定（案）策定  

11月 企業団議会 11 月定例会 条例改正 

令和９年４月～ 料金改定  

 


